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提
案
募
集
検
討
専
門
部
会
か
ら
の
主
な
再
検
討
の
視
点
①

⇒
都

市
公

園
法

施
行

令
第

８
条

に
お
い
て
、
「
一

の
都

市
公

園
に
設

け
る
運

動
施

設
の

総
計

は
、

百
分

の
五

十
を
こ
え
て
は

な
ら
な
い
」
と
定

め
て
い
る
趣

旨
は

、
主

た
る
利

用
者

が
競

技
者

で
あ
る
運

動
施

設
が

敷
地

面
積

の
過

半
を
占

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一

般
公

衆
の

自
由

な
利

用
に
供

さ
れ

る
べ

き
公

共
施

設
た
る
都

市
公

園
の

本
来

目
的

に
支

障
を
及

ぼ
す
こ
と
等

が
懸

念
さ
れ

る
と
の

考
え
に
よ
る
も
の

で
あ
り
、
運

動
施

設
の

面
積

基
準

（
敷

地
面

積
の

百
分

の
五

十
）
を
参

酌
基

準
化

す
る
こ
と
は

困
難

。

⇒
た
だ
し
、
施

設
の

使
わ

れ
方

と
し
て
、
競

技
者

が
あ
る
限

ら
れ

た
時

間
を
利

用
し
、
そ
れ

以
外

の
時

間
は

一
般

公
衆

の
自

由
な
利

用
（
一

般
開

放
等

）
に
供

さ
れ

る
も
の

等
に
つ
い
て
は

、
運

動
施

設
以

外
の

公
園

施
設

と
し
て
取

り
扱

う
余

地
が

あ
る
と
考

え
ら
れ

る
。

1

○
運
動
施
設
の
敷
地
面
積
割

合
が
わ
ず
か
に

10
0分

の
50

を
超

え
る
だ
け
で
、
都

市
公

園
を
廃

止
し
、
別

の
施

設
に
転

換
す
る
こ
と
は

、
地

方
公

共
団

体
が

取
り
得

る
選

択
肢

と
し
て
想

定
し
難

く
、
ま
た
、
施

設
の

財
政

上
の

取
り
扱

い
も
異

な
る
こ
と
と
な
る
こ
と
か

ら
、
困

難
で
は

な
い
か

。

○
都
市
公
園
の
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
の
機
能
を
維
持
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
が
、
運
動
施
設
の
敷

地
面
積
が
わ
ず
か
に

10
0分

の
50

を
超

え
る
だ
け
で
直

ち
に
そ
の

機
能

を
失

う
こ
と
に
な
る
の

か
。
緑

地

面
積
に
つ
い
て
、
面
積
割
合
と
絶
対
値
等
を
掛
け
合
わ
せ
た
も
の
に
す
る
等
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
、
都

市
公
園
に
求
め
ら
れ
る
機
能
の
多
様
化
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
基
準
に
つ
い
て
弾
力
性
を
持

た
せ

る
方

向
で
検

討
す
べ

き
で
は

な
い
か

。
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2

公
園

施
設

が
運

動
施

設
に
該

当
す
る
か

否
か

は
、
公

園
管

理
者

が
判

断
す
る
こ
と
と
な
る
が

、
例

え
ば

、
運

動
の

用
に
も
供

さ
れ

る
が

、
運

動
施

設
以

外
の

公
園

施
設

と
し
て
取

り
扱

っ
て
い
る

事
例

も
あ
る
。

テ
ニ
ス
コ
ー
ト

プ
ー
ル

多
目

的
広

場

当
該
多
目
的
広
場
で
は
、
陸
上
競
技
、
軟
式
野
球
、

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
、
サ
ッ
カ
ー
等
が
実
施
さ
れ
て
い
る
ほ

か
、
一

般
公

衆
の

自
由

な
利

用
も
行

わ
れ

て
い
る
。

提
案
募
集
検
討
専
門
部
会
か
ら
の
主
な
再
検
討
の
視
点
②
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災
害

用
の

備
蓄

倉
庫

の
上

部
が

競
技

場
の

ス
タ
ン
ド
を
兼

ね
る
事

例

⇒
例

え
ば

、
運

動
施

設
と
災

害
応

急
対

策
施

設
（
備

蓄
倉

庫
等

）
の

双
方

の
機

能
を
兼

ね
る
も

の
等

、
複

数
の

機
能

を
有

す
る
公

園
施

設
に
つ
い
て
は

、
そ
の

機
能

に
応

じ
た
公

園
施

設
と

し
て
取

り
扱

う
余

地
が

あ
る
と
考

え
ら
れ

る
。

○
近

年
、
都

市
公

園
に
は

防
災

拠
点

と
し
て
の

機
能

も
求

め
ら
れ

て
い
る
。
災

害
時

に
は

運
動

施
設

で
も
避

難
者

を
受

け
入

れ
る
等

の
協

定
を
事

前
に
結

ん
で
い
た
場

合
等

に
は

、
運

動
施

設
も
含

め
て
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
と
ら
え
て
も
問

題
な
い
の

で
は

な
い
か

。

提
案
募
集
検
討
専
門
部
会
か
ら
の
主
な
再
検
討
の
視
点
③

3

ス
タ
ン
ド

備
蓄

倉
庫

洪
水

時
に
備

え
た
多

目
的

広
場

（
洪

水
調

節
池

）
を
少

年
野

球
や

サ
ッ
カ
ー
に
利

用
し
て
い
る
事

例

調
節

池

17



岐
阜

県
の
提

案
に
つ
い
て

4

都
市
公
園
敷
地

運
動

施
設

に
係

る
敷

地

■
都

市
公

園
法

（
昭

和
三

十
一

年
法

律
第

七
十

九
号

）
抄

（
定

義
）

第
二

条
２

こ
の

法
律

に
お
い
て
「
公

園
施

設
」
と
は

、
都

市
公

園
の

効
用

を
全

う
す
る
た
め
当

該
都

市
公

園
に
設

け
ら
れ

る
次

の
各

号
に
掲

げ
る
施

設
を
い
う
。

一
園

路
及

び
広

場
二

植
栽

、
花
壇
、
噴
水
そ
の
他

の
修
景

施
設

で
政

令
で
定

め
る
も
の

三
休

憩
所

、
ベ
ン
チ
そ
の

他
の

休
養

施
設

で
政

令
で
定

め
る
も
の

四
ぶ

ら
ん
こ
、
す
べ

り
台

、
砂

場
そ
の

他
の

遊
戯

施
設

で
政

令
で
定

め
る
も
の

五
野

球
場

、
陸

上
競

技
場

、
水

泳
プ
ー
ル

そ
の

他
の

運
動

施
設

で
政

令
で
定

め
る
も
の

六
植
物
園
、
動
物
園
、
野
外

劇
場
そ
の

他
の
教

養
施
設

で
政
令

で
定

め
る
も
の

七
売
店
、
駐
車
場
、
便
所
そ
の

他
の

便
益
施
設

で
政
令

で
定

め
る
も
の

八
門
、
さ
く
、
管
理
事

務
所
そ
の

他
の
管

理
施
設

で
政

令
で
定

め
る
も
の

九
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か

、
都

市
公
園

の
効
用

を
全
う
す
る
施
設

で
政
令

で
定

め
る
も
の

運
動

施
設

の
割

合
：
約

５
０
％

運
動
施

設
と
し
て
取
り
扱
わ

な
く
て
も
差
し
支
え
な
い
も
の
も
岐
阜
県

提
案
の
「
運
動
施
設
」
の
中
に
含
ま

れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ

る
。

（
例

）
屋

外
ト
イ
レ

⇒
都
市
公
園
法
に
お
け
る
「
便
益
施
設
」

運
動
施
設
の
周
囲
の
植
栽

⇒
都
市
公
園
法
に
お
け
る
「
修
景
施
設
」
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■
都

市
公

園
法

（
昭

和
三

十
一

年
政

令
第

七
十

九
号

）
（
抄

）
（
定

義
）

第
二

条
（
略

）

２
こ
の

法
律

に
お
い
て
「
公

園
施

設
」
と
は

、
都

市
公

園
の

効
用

を
全

う
す
る
た
め
当

該
都

市
公

園
に
設

け
ら
れ

る
次

の
各

号
に
掲

げ
る
施

設
を

い
う
。

一
～

四
（
略

）

五
野

球
場

、
陸

上
競

技
場

、
水

泳
プ
ー
ル

そ
の

他
の

運
動

施
設

で
政

令
で
定

め
る
も
の

六
～

九
（
略

）
３

（
略

）

（
公

園
施
設

の
設

置
基

準
）

第
四

条
（
略

）
２

前
項

に
規

定
す
る
も
の

の
ほ

か
、
公

園
施

設
の

設
置

に
関

す
る
基

準
に
つ
い
て
は

、
政

令
で
定

め
る
。

■
都

市
公

園
法

施
行

令
（
昭

和
三

十
一

年
政

令
第

二
百

九
十

号
）
（
抄

）
（
公

園
施

設
の

種
類

）
第

五
条

（
略

）
２
・
３

（
略

）
４

法
第

二
条

第
二

項
第

五
号

の
政

令
で
定

め
る
運

動
施

設
は

、
次

に
掲

げ
る
も
の

と
す
る
。

一
野

球
場

（
専

ら
プ
ロ
野

球
チ
ー
ム
の

用
に
供

さ
れ

る
も
の

を
除

く
。
）
、
陸

上
競

技
場

、
サ

ッ
カ
ー
場

（
専

ら
プ
ロ
サ

ッ
カ
ー
チ
ー
ム
の

用
に
供

さ
れ

る
も
の

を
除

く
。
）
、
ラ
グ
ビ
ー
場

、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
、
バ

ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

場
、
バ

レ
ー
ボ
ー
ル

場
、
ゴ
ル

フ
場

、
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル

場
、
水

泳
プ
ー

ル
、
温

水
利

用
型

健
康

運
動

施
設

、
ボ
ー
ト
場

、
ス
ケ
ー
ト
場

、
ス
キ
ー
場

、
相

撲
場

、
弓

場
、
乗
馬
場
、
鉄
棒
、
つ
り
輪
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

用
運

動
施

設
そ
の

他
こ
れ

ら
に
類

す
る
も
の

及
び
こ
れ

ら
に
附

属
す
る
観

覧
席

、
更

衣
所

、
控

室
、
運

動
用

具
倉

庫
、
シ
ャ
ワ
ー
そ
の

他
こ
れ

ら
に
類

す
る
工

作
物

二
前

号
に
掲

げ
る
も
の

の
ほ

か
、
都

市
公

園
ご
と
に
、
地

方
公

共
団

体
の

設
置

に
係

る
都

市
公

園
に
あ
つ
て
は

当
該

地
方

公
共

団
体

が
条

例
で
定

め
る
運

動
施

設
、
国

の
設

置
に
係

る
都

市
公

園
に
あ
つ
て
は

国
土

交
通

大
臣

が
定

め
る
運

動
施

設
５
～

８
（
略

）
（
公

園
施

設
に
関

す
る
制

限
等

）
第

八
条

一
の

都
市

公
園

に
設

け
る
運

動
施

設
の

敷
地

面
積

の
総

計
は

、
当

該
都
市

公
園

の
敷

地
面

積
の

百
分

の
五

十
を
こ
え
て
は

な
ら
な
い
。

２
～

６
（
略

）

（
参
考

①
）
参
照
条
文

5

19



（
馬

場
建

設
大

臣
）

従
来
、
営

造
物

で
あ
る
公

園
に
関

す
る
法

制
と
し
て
は

、
明

治
六

年
太

政
官

布
告

第
十

六
号

の
ほ

か
は

、
わ

ず
か

に
都

市
計

画
法

及
び
土

地
区

画
整

理
法

に
そ
の

建
設

に
関

す
る
規

定
が

散
在

す
る
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ

が
管

理
に
関

す
る
法

制
は

全
く
存

在
し
な

か
っ
た
の

で
あ
り
ま
す
。
そ
の

結
果

、
公

園
の

管
理

の
適

切
を
欠

く
も
の

が
多

く
、
あ
る

い
は

荒
廃

し
、
あ
る
い
は

壊
滅

し
た
公

園
も
少

な
く
な
い
状

況
で
あ
り
ま
す
。

こ
の

よ
う
な
事

態
に
対

処
す
る
た
め
、
公

園
の

規
制

に
関

す
る
法

律
の

制
定

が
長

年
に
わ

た
り
各

方
面

か
ら
要

望
さ
れ

て
お
り
ま
し
た
の

で
、
こ
こ
に
都

市
公

園
の

設
置

及
び
管

理
に
関

す
る
基

準
等

を
定

め
て
都

市
公

園
の

健
全

な
発

達
を
は

か
り
、
も
っ
て
公

共
の

福
祉

の
増

進
に
資

す
る
た
め
、
本

法
案

を
提

案
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
次

第
で
あ
り
ま
す
。

（
昭

和
三

十
一

年
三

月
十

五
日

（
衆

）
建

設
委

員
会

議
事

録
抜

粋
）

都
市

公
園

法
案

提
出

の
際

の
提

案
理

由
説

明

（
参
考
②
）
都
市
公
園
法
の
趣
旨

6
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